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 船舶事故調査報告書 

 

令和２年１０月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 不明（令和元年１１月１２日 ２３時５０分ごろ～１３日 ０６時０

５分ごろの間） 

発生場所 不明（鹿児島県南さつま市坊
ぼう

ノ岬北方の入り江～同市鵜
う

瀬
ぜ

島北東方沖

の間） 

事故の概要  漁船さよ丸は、航行中、転覆した。 

さよ丸は、船長が溺死し、船首部の破損等を生じた。 

事故調査の経過  令和元年１１月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 さよ丸、０.４トン 

 ＫＧ３－３８４２０、個人所有 

 ４.３２ｍ（Lr）×１.４８ｍ×０.６０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、平成１１年１０

月１３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５２年３月１８日 

  免許証交付日 平成２８年６月２７日 

         （令和４年２月１９日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船首部水線付近に破損、航海灯用の支柱に曲損及び船外機に濡損 

 気象・海象 気象： 

本船が転覆した状態で発見された場所の東方約７㎞に位置する枕崎

特別地域気象観測所における風向及び風速の観測値は、次のとおりで

あった。 

時刻 

(時:分) 

平均 最大瞬間 

天気 
視程 

(km) 風向 
風速

(m/s) 
風向 

風速

(m/s) 

12 日 23:00 北 2.7 北 3.5 曇り 19.7 
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    24:00 北 2.9 北 3.7 曇り 19.9 

13 日 01:00 北 3.1 北 3.9 曇り 18.0 

02:00 北 3.2 北 4.5 曇り 19.2 

03:00 北 3.4 北 4.3 曇り 17.9 

04:00 北 2.7 北 3.3 曇り 16.9 

05:00 北 3.0 北 4.0 曇り 17.0 

06:00 北 2.9 北 3.7 曇り 18.6 

海象：海上 平穏、潮汐 大潮、南さつま市坊
ぼう

泊
どまり

における潮位は、

高潮時約２５９cm（１２日１９時０１分）、低潮時約２４cm

（１３日０１時２８分）、水温 約２３℃ 

月出時刻：１２日１７時２７分ごろ 月齢：１５ 

 事故の経過  本船は、船長（以下「本件船長」という。）が乗り組み、いか釣り

漁を行う目的で、令和元年１１月１２日１９時００分ごろ家族に見送

られて自宅を出発した後、南さつま市坊泊漁港を出港した。 

 僚船の船長（以下「船長Ａ」という。）は、２２時００分～２２時

３０分ごろ坊ノ岬南西方の入り江（以下「本件入り江」という。）付

近で、本船に接近して本件船長と漁の状況について会話し、同岬南東

方沖の漁場で操業後、２３時５０分ごろ本件入り江西方沖を北進中、

本件入り江で両色灯及び黄色点滅灯を点灯している本船を認めた。 

 本件船長の家族は、本件船長がいつものように干潮時ごろまで漁を

行ってから帰宅すると思っていたが帰宅しないので、１３日０４時０

０分ごろ本件船長の携帯電話に電話を掛けたが、繋
つな

がらなかった。 

 坊泊漁港を出港した瀬渡船の船長は、０６時０５分ごろ鵜瀬島北東

方沖で転覆している本船を発見し、周囲に本件船長が見当たらないの

で、僚船（以下「僚船Ｂ」という。）の船長に連絡し、漂流する本船

を監視していた。 

 漁業協同組合の職員は、僚船Ｂの船長から連絡を受け、本事故の発

生を海上保安庁等に通報した後、本件船長の家族に連絡し、本件船長

が前日に出港したまま帰っていないことを確認した。 

本件船長は、海上保安庁の航空機、巡視艇、消防署、警察、水難救

済会及び漁業協同組合に所属する漁船により捜索が行われ、０８時５

０分ごろ僚船Ｂが鵜瀬島東岸付近に流れ着いた本船を引き出した際、

浮き上がってきたところを発見され、坊泊漁港に搬送後、医師により

溺水による死亡と検案された。 

本船は、瀬渡船により坊泊漁港に転覆状態のままでえい
．．

航された

後、陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 本船の船首

部の損傷状況 参照） 

 その他の事項  本船は、ＧＰＳや魚群探知機の装備はなく、発見時、止まっていた

船外機のギアシフトレバーが前進の位置にあり、燃料が約１０ℓ残っ
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ており、漁に使用する竿
さお

及び餌
え

木
ぎ

が物入れに収納されていた。 

本船は、船体の舷側などに他船と衝突したような痕跡はなかった。 

船長Ａ及び僚船Ｂの船長は、本船の損傷状況から、本船が帰港中に

岩等に乗り揚げて転覆したのだろうと思った。 

本件船長は、ふだん膨張式の救命胴衣を着用していたが、発見され

た際、救命胴衣を着用しておらず、ジャンパー及び胸付きカッパズボ

ンを着用し、長靴を履いていた。 

本件船長は、ふだんストラップを付けた防水型の携帯電話を首に掛

けていたが、発見時、ストラップの根元が外れて携帯電話がなくなっ

ていた。 

本件船長は、約２０年のいか
．．

釣り漁の経験があり、いつも本件入り

江で漁を行っていた。 

本件船長の家族は、本件船長が、体力の衰えを感じており、今回の

漁を最後にすると言っていたのを聞いたが、自宅を出る際、健康状態

に問題はないように見えた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明  

本船は、大潮の干潮時前、１２日２３時５０分ごろ本件入り江で両

色灯等を表示しているのが目撃された後、１３日０６時０５分ごろ鵜

瀬島北東方沖で転覆しているところを発見されたことから、この間に

おいて転覆したものと推定される。 

本船は、発見時、漁具が収納され、船外機のギアシフトレバーが前

進の位置にあって船首部水線付近に破損が生じていたことから、本件

入り江を出発後、航行中に船首部が水面付近の岩等に接触して船体が

傾斜し、転覆した可能性があると考えられるが、目撃者がおらず、そ

の状況を明らかにすることはできなかった。 

本件船長の死因は、溺水であった。 

本件船長は、発見時の状況から、本船の転覆時に海中に没した後、

本船から海面に浮上することができずに溺死したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、本件入り江を出発後、航行中に船首部が

水面付近の岩等に接触して船体が傾斜し、転覆した可能性があると考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・夜間、目視のみで岩場が点在する海域を航行する際は、岩等を発

見することが難しいので、岩場から十分に距離をとって航行する

こと。 

・暴露甲板上では、救命胴衣を着用すること。 
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・予定時刻に帰港しない場合は、漁業協同組合、海上保安庁に連絡

すること。 
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鹿児島県 

南さつま市 

枕崎市 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転覆した本船が発見された場所 

令和元年１１月１３日０６時０５分ごろ発見 

本船係留場所 

坊泊漁港 

南さつま市 

 

坊ノ岬 

鵜瀬島 
漂着した本船を引き出した際に本件船長が発見された場所 

令和元年１１月１３日０８時５０分ごろ発見 

本件入り江 

本船が目撃された場所 

令和元年１１月１２日２３時５０分ごろ 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船の船首部の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 破損 

 

 

 

 


